
一
頁

政
令
第
二
百
六
十
二
号

平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度

並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
及
び

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
の

一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険
制
度
並

び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険
制

度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成

十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
中
「
附
則
第
七
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改

正
法
附
則
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
政
令
で
定
め



二
頁

る
率
は
、
〇
・
九
七
八
」
を
「
当
該
年
度
の
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
の
改
定
の
基
準
と
な
る
率
に
〇

・
九
九
〇
を
乗
じ
て
得
た
率
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
は
〇
・
九
九
〇
と
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
〇
・

九
七
八
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
率
は
〇
・
九
六
八
」
に
改
め
、
同
条
第

一
号
中
「
附
則
第
七
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
七

条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
附
則
第
八
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
二
十
七

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
附

則
第
二
十
八
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
二
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十

八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
附
則
第
二
十
九
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
」
を

「
附
則
第
五
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

条
第
七
号
中
「
附
則
第
五
十
三
条
第
二
項
」
を
「
附
則
第
五
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改

正
法
附
則
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。



三
頁

第
一
条
の
二
第
四
項
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
七
条
第
一
項
」
を
「
附
則

第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
四
十
万
二
千
九
百
円
」

を
「
三
十
九
万
八
千
八
百
円
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
八
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
八
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
四
年

四
月
以
降
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
以
降
」
に
、
「
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
四
欄
中
「
七
十
八
万
六
千

五
百
円
」
を
「
七
十
七
万
八
千
五
百
円
」
に
、
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
、
「
〇
・
九
八
七
を
」
を
「
〇
・

九
七
七
を
」
に
、
「
〇
・
九
九
○
を
」
を
「
〇
・
九
八
〇
を
」
に
、
「
〇
・
九
九
三
」
を
「
〇
・
九
八
三
」
に
、
「
〇
・
九

九
七
」
を
「
〇
・
九
八
七
を
、
平
成
二
十
三
年
一
月
以
後
の
被
保
険
者
期
間
の
み
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
〇
・

九
九
〇
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
、
「
〇
・
九
八
七



四
頁

」
を
「
〇
・
九
七
七
」
に
、
「
〇
・
九
九
〇
」
を
「
〇
・
九
八
〇
」
に
、
「
〇
・
九
九
三
」
を
「
〇
・
九
八
三
」
に
、
「
〇

・
九
九
七
」
を
「
〇
・
九
八
七
を
、
平
成
二
十
三
年
一
月
以
後
の
被
保
険
者
期
間
の
み
が
あ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に

〇
・
九
九
〇
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・

九
六
八
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
四
欄
中
「
七
十
八
万
六
千
五
百
円
」
を
「

七
十
七
万
八
千
五
百
円
」
に
、
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
二
十
七
条
第
一

項
」
を
「
附
則
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
、

「
次
項
の
規
定
」
を
「
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
次
項
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
附
則

第
二
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
〇
・
九
七
八

」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
、
「
〇
・
九
八
七
」
を
「
〇
・
九
七
七
」
に
、
「
〇
・
九
九
〇
」
を
「
〇
・
九
八
〇
」
に
、
「
○

・
九
九
三
」
を
「
○
・
九
八
三
」
に
、
「
○
・
九
九
七
」
を
「
○
・
九
八
七
を
、
平
成
二
十
三
年
一
月
以
後
の
被
保
険
者
期



五
頁

間
の
み
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
〇
・
九
九
〇
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「

附
則
第
二
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項

の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
、
「
〇
・
九
八
七
」
を
「
〇
・
九
七
七
」
に
、
「
〇
・
九
九
〇
」
を

「
〇
・
九
八
〇
」
に
、
「
○
・
九
九
三
」
を
「
○
・
九
八
三
」
に
、
「
○
・
九
九
七
」
を
「
○
・
九
八
七
を
、
平
成
二
十
三

年
一
月
以
後
の
被
保
険
者
期
間
の
み
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に
〇
・
九
九
〇
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則

第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八

条
第
一
項
」
に
、
「
第
九
十
三
条
の
二
中
」
を
「
平
成
十
六
年
改
正
政
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
昭
和
六
十
一
年

経
過
措
置
政
令
第
九
十
三
条
の
二
中
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十
八
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九

六
八
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
附
則

第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表

下
欄
中
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十



六
頁

九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
十
六
条
の
二
中

」
を
「
平
成
十
六
年
改
正
政
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
昭
和
六
十
一
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
六
条
の
二
中
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成

十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
附
則

第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表

下
欄
中
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
、
「
三
十
六
万
八
千
八
百
六
十
二
円
」
を
「
三
十
六
万
五
千
九
十
一
円
」

に
、
「
七
十
八
万
六
千
五
百
円
」
を
「
七
十
七
万
八
千
五
百
円
」
に
、
「
二
十
二
万
六
千
三
百
円
」
を
「
二
十
二
万
四
千
円

」
に
、
「
四
十
五
万
二
千
六
百
円
」
を
「
四
十
四
万
八
千
円
」
に
、
「
七
万
五
千
四
百
円
」
を
「
七
万
四
千
六
百
円
」
に
、

「
十
八
万
四
千
四
百
三
十
一
円
」
を
「
十
八
万
二
千
五
百
四
十
五
円
」
に
、
「
十
五
万
八
百
円
」
を
「
十
四
万
九
千
三
百
円

」
に
、
「
二
十
六
万
四
千
円
」
を
「
二
十
六
万
千
三
百
円
」
に
、
「
二
二
六
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
二
四
、
〇
〇
〇
円
」
に

、
「
四
五
二
、
六
〇
〇
円
」
を
「
四
四
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
五
二
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
二
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、

「
七
五
、
四
〇
〇
円
」
を
「
七
四
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。



七
頁

第
十
一
条
第
二
項
中
「
以
降
の
各
年
度
」
を
削
り
、
「
当
該
年
度
の
前
年
度
」
を
「
平
成
二
十
四
年
度
」
に
、
「
、
平
成

二
十
三
年
の
物
価
指
数
（
総
務
省
に
お
い
て
作
成
す
る
年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す

る
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
物
価
指
数
の
比
率
（
一
を
上
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
）
」
を
「
〇
・
九
九

〇
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
四

年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
五
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正

法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
六
条
第
二
号
の
項
中
「
七
十
八
万
六
千
五
百
円
」
を
「
七
十
七
万
八
千
五
百

円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
」

を
「
附
則
第
五
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
項
の
表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
八
七
」
を
「
〇
・
九
七
七
」
に
、
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
五
十
二
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
平
成



八
頁

二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
五
十
二
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
八
七
」
を

「
〇
・
九
七
七
」
に
、
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
五
十
三
条
第
一
項
」
を
「
附

則
第
五
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の

表
第
四
欄
中
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
、
「
九
十
六
万
四
千
三
百
円
」
を
「
九
十
五
万
四
千
四
百
円
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
五
十
三
条
第
一
項
」
を
「
附
則

第
五
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
〇
・
九
七
八

」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
五

十
三
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
五
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
五
十
三
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
十
五
条
第
六
項
の
項
中
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
四
年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
四

年
四
月
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
月
」
に
、
「
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
」
を
「
附
則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替



九
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え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
四
条
及
び
平
成
十
六
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条

第
一
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は

平
成
十
六
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
六
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
五
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
下
欄
中
「
〇
・
九
七
八
」
を
「
〇
・
九
六
八
」
に
、
「
一
・
二
五
四
八
二
九
」
を
「
一
・
二

四
二
九
七
五
」
に
、
「
一
・
二
四
九
四
九
五
」
を
「
一
・
二
三
七
六
九
五
」
に
、
「
一
・
二
二
四
六
〇
〇
」
を
「
一
・
二
一

三
〇
五
五
」
に
、
「
一
・
二
一
三
九
三
一
」
を
「
一
・
二
〇
二
四
九
五
」
に
、
「
七
十
二
万
七
千
四
百
六
十
円
」
を
「
七
十

二
万
六
百
円
」
に
、
「
三
万
六
千
三
百
七
十
三
円
」
を
「
三
万
六
千
三
十
円
」
に
、
「
一
・
〇
〇
七
六
五
八
」
を
「
〇
・
九

九
八
一
六
五
」
に
改
め
る
。

（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
六
条
の
四
第
三
項
及
び
第
六
条
の
五
第
二
項
の
項
中
「
八
万
八
千
五
百
円
」
を
「
八
万
五
千



一
〇
頁

八
百
円
」
に
改
め
る
。

第
九
十
四
条
及
び
第
百
十
七
条
中
「
十
一
万
二
千
四
百
円
」
を
「
十
一
万
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
二
十
五
年
九
月
以
前
の
月
分
の
老
齢
福
祉
年
金
の
支
給
の
停
止
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

平
成
二
十
五
年
九
月
以
前
の
月
分
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下

「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
り
支
給
す
る
年
金
た
る
保

険
給
付
と
併
給
さ
れ
る
他
の
厚
生
年
金
保
険
の
年
金
た
る
保
険
給
付
の
支
給
の
停
止
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
五
年
九
月
以
前
の
月
分
の
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
り
支

給
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
と
併
給
さ
れ
る
他
の
船
員
保
険
の
年
金
た
る
保
険
給
付
の
支
給
の
停
止
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。


